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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第７０期 第７１期 第７２期 第７３期 第７４期
決算年月 平成18年６月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月

売上高 (百万円) 394 419 412 412 432

経常利益 (百万円) 65 114 117 97 131

当期純利益 (百万円) 1 79 71 35 82

持分法を適用した場合の

投資損益
(百万円) － － － － －

資本金 (百万円) 400 400 400 400 400

発行済株式総数 (千株) 7,735 7,735 7,735 7,735 7,735

純資産額 (百万円) 1,795 1,883 1,772 1,658 1,680

総資産額 (百万円) 2,715 2,712 2,475 2,281 2,276

１株当たり純資産額 (円) 319.05 334.98 340.86 331.54 336.11

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配

当額）

(円)
5.00

(2.00)

7.00

(2.00)

7.00

(2.00)

7.00

(2.00)

7.00

(2.00)

１株当たり当期純利益金

額
(円) 0.30 14.09 13.26 6.74 16.47

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
(円) － － － －　 －

自己資本比率 (％) 66.1 69.4 71.6 72.7 73.8

自己資本利益率 (％) 0.1 4.3 3.9 2.0 4.9

株価収益率 (倍) 746.67 17.74 16.21 31.16 12.14

配当性向 (％) 1,612.9 49.7 52.8 103.9 42.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 124 191 179 138 198

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 87 49 85 △74 △8

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △249 △208 △246 △139 △75

現金及び現金同等物の期

末残高
(百万円) 139 172 190 115 231

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
(人)

3

(1)

6

(1)

6

(2)

6

(2)

5

(2)

  （注)  １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【沿革】

　当社は、大正15年１月に故角田司馬太郎が「ツノダ商店」を創業し、自転車・リヤカー及び部品の卸売業を開業し、

昭和２年からはテーユー号自転車の製造販売を開始して、昭和13年４月25日同商店を株式会社に改組しました。

 

昭和13年４月 株式会社に組織を改め資本金30万円で、株式会社ツノダ商店を設立。

昭和20年３月 戦災により工場、店舗、倉庫が全焼。

昭和21年４月 戦後、名古屋市中区上園町（現丸の内一丁目）に本社営業所を開設。

昭和23年６月 角田工業㈱を資本金100万円で設立。

昭和25年10月角田工業㈱を合併し、名称をツノダ自転車株式会社と改称、天塚工場を開設。

昭和35年12月小牧市に工場用地として土地8,000坪買収。

昭和37年12月名古屋証券取引所市場第二部へ上場。

昭和38年８月 小牧工場組立工場完成。

昭和43年12月小牧工場隣接地を工場用地として4,000坪買収。

昭和48年８月 本社を小牧工場内に移転。

昭和53年９月 「不動産の賃貸」を会社の目的に追加。

昭和59年９月 「不動産の売買並びに斡旋」「健康器具の製造並びに販売」を会社の目的に追加。

昭和61年10月天塚工場閉鎖。

昭和62年４月 「みそのマンション小牧」（賃貸）完成。

昭和63年４月 「みそのマンション天塚」（賃貸）完成。

平成元年３月 「みそのマンション春日井」（賃貸）完成。

平成元年７月 「みそのマンション上善光」（賃貸）完成。

平成元年９月 「倉庫業」を会社の目的に追加。

平成２年５月 「営業倉庫」第一期工事完成。

平成２年９月 「自動車運送取扱事業」を会社の目的に追加。

平成３年４月 「営業倉庫」第二期工事完成。

平成４年７月 「株式会社ツノダ」に商号変更。

平成４年７月 子会社「大垣スタンド株式会社」を吸収合併。

平成４年９月 大垣市に新工場を新設。

平成４年10月 小牧工場を改修し、営業倉庫として転用。

平成７年10月 旧大垣工場を賃貸店舗として転用。

平成12年８月 名古屋市中区丸の内に「月極駐車場」を開設。

平成15年12月旧大垣工場敷地を、商業用地として転用。事業用借地権設定契約を締結し賃貸を開始。

平成16年６月 保管料の値下げが止まらないことから、物流事業の撤退を決定。

平成16年６月 小牧本社敷地を商業用地として転用。事業用借地権設定契約を締結。

平成17年４月 本社を小牧市大字三ツ渕に移転。 

平成21年３月 「みそのマンション上善光」（賃貸）大規模修繕完了。
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３【事業の内容】

　当グループは、当社（株式会社ツノダ）とその他の関係会社1社により構成されております。当社及び関係会社の事

業における位置付けは以下のとおりであります。

 当社

賃貸不動産事業　　　賃貸土地・賃貸店舗・賃貸マンション・賃貸駐車場等を行っております。

自転車事業　　　　　開発商社として、自転車の企画開発及び販売事業を行っております。

 愛知小牧産業株式会社（その他の関係会社）

　不動産管理及び指導業務の受託を行っており、当社の不動産管理業務の差別化を担っております。

　 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

　

 

 

 

４【関係会社の状況】

（注）その他の関係会社である愛知小牧産業㈱の状況については、「第５　経理の状況　１.財務諸表等　（1）財務諸

表 注記事項（関連当事者情報）」に記載しているため、記載を省略しております。

 

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成22年6月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

5 (2) 37.6 9.4 5,058

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(2）労働組合の状況

　労働組合はありませんが、全社員が集まった社員総会で話し合いが行われ、労使関係については特記すべき事項は

ありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当期における我が国経済は、世界金融経済混乱のためにダメージを受けた国内実体経済が、中国経済の回復とアメ

リカ経済の下げ止まりによって製造業を中心に緩やかに回復の兆しを見せました。しかし各国政府の経済政策には

限度があり、その効果が各国経済の自律回復を促すまでに至ったかどうかは、未だ定かでない状況です。 

　このような状況下において、当社は全社的構造改革の推進と、環境変化への対応を継続しております。

　賃貸不動産事業部門においては、継続的に安定した賃料収入を得るため、的確な顧客ニーズの把握と管理サービス

の付加価値向上を追求しております。

　自転車事業部門では、自社商品開発に加え、仕入商品による品揃えの強化にも積極的に取り組み、ブランド力を活

かしたネット通販の強化に努めております。

　この結果、売上高432百万円（前期比4.8％増）、営業利益121百万円（前期比35.7％増）、経常利益131百万円（前

期比35.4％増）、当期純利益82百万円（前期比135.1％増）となりました。

　　事業部門別の業績は次のとおりであります。

　　　＜賃貸不動産事業部門＞

　賃貸不動産事業部門は、事業用貸地において賃料収入が安定的に推移することができ、老朽化した賃貸マンショ

ンの大規模リフォーム（増築・改修）も完了し、満室経営に近づけることができました。 

　結果として、売上高は410百万円（前期比5.5％増）、売上総利益は283百万円（前期比6.7％増）となりました。

　　　＜自転車事業部門＞

　自転車事業部門は、新開発の通勤用スポーツ自転車が、景気の悪化に対する消費者の節約志向・健康志向・エコ

志向などに適合しました。24時間使うことができ、便利で使いやすいネット通販も消費者のニーズに応えること

ができましたが、卸部門の大型店舗対応が遅れたために売上計画を達成することができませんでした。 

　結果として、販売台数は1,147台（前期比3.3％増）、売上高は21百万円（前期比8.0％減）、売上総利益は6百万

円（前期比0.8％減）となりました。　

（2）キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前期末より115百万円の増加となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

　　　 [営業活動によるキャッシュ・フロー]

　当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は198百万円（前年同期比60百万円増）となっております。

これは主に税引前当期純利益を133百万円、減価償却費を49百万円計上したことによるものであります。

　　　 [投資活動によるキャッシュ・フロー]

　当事業年度における投資活動の結果、使用した資金は８百万円（前年同期比65百万円減）となっております。

これは主にマンション増改築工事等により有形固定資産を取得したことによるものであります。

　　　 [財務活動によるキャッシュ・フロー]

　当事業年度における財務活動の結果、使用した資金は75百万円(前年同期比63百万円減）となっております。こ

れは主に借入金の返済を41百万円、配当金の支払を34百万円、それぞれ実施したことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当社は、ＯＥＭ生産による完成自転車の仕入を次のとおり行っております。

品目
当事業年度

（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

前年同期比（％）

軽快車 （台） 62 △87.6

子供車 （台） 218 △74.7

ミニサイクル （台） 36 △78.2

特殊車他 （台） 249 △23.4

合計 （台） 565 △69.5

(2）受注状況

　当社は輸出についてのみ受注生産を行っておりますが、前事業年度及び当事業年度の実績はありません。

(3）販売実績

品目
当事業年度

（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

前年同期比（％）

軽快車 （千円） 4,180 △47.1

子供車 （千円） 6,807 0.4

ミニサイクル （千円） 1,470 △55.9

特殊車他 （千円） 8,477 95.8

自転車部品 （千円） 623 △42.3

小計 （千円） 21,560 △8.0

不動産賃貸 （千円） 410,718 5.5

合計 （千円） 432,279 4.8

　（注）１．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。

相手先

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

コーナン商事株式会社 257,076 62.3 257,076 59.5

株式会社ユタカファーマシー　　

　　　　　　　　
40,200 9.7 40,200 9.3

２．上記金額は消費税等を含んでおりません。　

EDINET提出書類

株式会社ツノダ(E02261)

有価証券報告書

 6/56



３【対処すべき課題】

　　(1) 現状の認識について

　当社は、長期安定的な収益構造の実現については、企業構造の変革により完了したと考えております。次は、持続可

能な安定成長事業の育成等が課題であると考えております。

 

　　(2) 当面の対処すべき課題の内容

　第一の課題は、持続可能な安定成長事業の育成です。賃貸マンション事業は、誰でも経営できる時代ではなくなり

つつあります。正確なマーケティングに基づく企画力と、レジデントの要望の変化を先取りした管理能力が不可欠

です。当社は、既存賃貸マンションの大型リフォームを経て、独自の企画力と管理能力を修得いたしました。今後は

入居率を高めるだけでなく、新築または中古賃貸マンションの再開発を進めることにより、安定的に収入の増加を

図って参ります。自転車事業は、旧来の事業構造を変え、収益的にはダイレクト販売を基軸とし、オリジナル自転車

開発のために卸販売も強化することにより、売上と利益のバランスの取れた事業構造を構築します。安定的に販売

力と商品開発力を徐々に向上させながら、賃貸不動産事業における活用を含めて、ブランド力を強化していくこと

が最大の課題であります。

　　　　第二の課題は、自社所有遊休資産の再開発です。その選定においては、投資利回りだけでなく、持続可能な安定成長事

業モデルであるかどうかも重要な要件です。

　第三の課題は、内部管理体制の整備であります。

 

　　(3) 対処方針

　当社は、持続可能な安定成長を対処方針としています。日本経済を取り巻く環境の変化に対しても、強固な経営基

盤を確保しながらステークホルダー全体（顧客・社員・株主・取引先・金融機関・地域社会）にとっての企業価

値を持続的に高めて参ります。

 

　　(4) 具体的な取組状況等

　第一の課題である持続可能な安定成長事業の育成については、まず賃貸マンション事業では、満室経営に近づける

ことができました（入居率98％）が、その上で好立地でありながらも企画・管理と市場ニーズが合致していない中

古賃貸マンション物件を再開発のために探し始めております。自社所有の土地に賃貸マンションを新築することも

検討しております。次に自転車事業では、ネット販売の拡大と、ネット販売に適した商品開発によって安定的な成長

を目指しております。また自転車を使った新しいサービスを賃貸マンション事業に活用する試みも始めます。

　第二の課題である自社所有遊休資産の再開発については、いくつかの企画案を、投資利回りと持続可能な安定成長

事業モデルであるかどうかによって絞り込んでおります。

　第三の課題である内部管理体制の整備については、少人数でありながらも、アウトソーシングの活用や組織の再訓

練などにより、内部管理体制を充実させております。また人材の強化も進めております。
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４【事業等のリスク】

　　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、本項において将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日（平成22年９

月24日）現在において当社が判断したものであります。

① 自転車販売台数について

  当社はブランド再生のために自転車事業を活用しようとしております。しかし日本の自転車業界は現在まで

のところ、新しい付加価値の創造よりも価格競争の道をたどっております。当社は単なる価格競争ではなく、新

しい付加価値の競争を目指しております。また、従来の自転車販売店ルートだけでなくインターネットを活用し

た消費者ダイレクトのルートも開拓中であります。そのため値段競争による損失のリスクは避けることができ

る反面、販売台数および売上がゆるやかにしか上昇しないリスクが考えられます。 

　　② 製品の品質と安全性について

  当社は自転車の生産については海外ＯＥＭ方式を採用しております。平成16年５月には中国でＯＥＭ生産し

た一部の車種の中にフレームが破断する事故を発生させてしまいました。幸い大きな事故の発生も無く、また自

主回収作業においても概ね回収をすませました。２度とこのような製品の危険性を発生させないために、生産管

理と品質管理を徹底した自社基準によって行っております。しかし製品の品質と安全性に対する信頼性を失う

ような問題が起きれば、当社の業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　

　　③ 個人情報管理について

  当社は消費者とのコミュニケーションや自転車販売の手段としてインターネットを活用しております。しか

しながら平成16年５月に、当社のセキュリティ管理が不十分であったためにお客様の個人情報（メールアドレ

スと氏名）が漏えいする事態となりました。個人情報の厳正な管理体制を構築し、継続してその強化に努めてお

りますが、ＩＴ技術の進歩やインターネット環境の変化に伴って常に対策を更新し続けなければなりません。再

度個人情報の流失が発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　④ 自然災害等に関するリスク

  当社の主たる事業である賃貸不動産事業において、万一地震等の自然災害が発生した場合には、当社の業績及

び財務状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。その影響を最小限に抑えるために、耐震対策や災害発生時

の対応マニュアルを策定いたしました。しかしながら大規模な災害が発生した場合には、賃貸マンションや賃貸

土地の運営に多大な影響を与え、当社の業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 　 ⑤ 土地の事業用借地権設定契約について

  当社は平成16年に、愛知県小牧市の土地と岐阜県大垣市の土地について事業用借地権設定契約を締結いたし

ました。契約では安定した収益が保証されるはずではありますが、定期借地権及び定期借家権に関する法律は、

まだ新しい法律であるために実際の長期実例が不足しております。社会環境の変化や当局の方針変更によって

は、当社の業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 　 ⑥ 不動産投資のリスク

　　　　今後日本国内においては、長期的不動産相場が全体的に上昇局面となることは考えにくいと思われます。そのため

当社は見込まれる収益に対して十分な利回りを確保できる投資額に抑えることができなければ不動産投資を行

わない慎重なスタンスを取ります。不動産市場において売手相場が買手相場を30％以上も上回る状態が続くと、

当社の不動産投資が遅れ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　

　

　　

EDINET提出書類

株式会社ツノダ(E02261)

有価証券報告書

 8/56



５【経営上の重要な契約等】

（１）愛知県小牧市の所有地において、賃貸借に関する契約を締結しております。

　　(a) 契約の内容　　建物賃貸借契約及び事業用借地権設定契約

　　(b) 契約期間　　　平成16年より15年間

　　(c) 相手先　　　　コーナン商事株式会社

 

(２）岐阜県大垣市の所有地において、賃貸借に関する契約を締結しております。

　　(a) 契約の内容　　事業用借地権設定契約

　　(b) 契約期間　　　平成16年より15年間

　　(c) 相手先　　　　株式会社ユタカファーマシー

６【研究開発活動】

研究開発活動は、自転車事業部門と賃貸不動産事業部門において行っております。

　研究の目的は、自転車事業部門では、商品を手に取ってみることのできないネット通販の中で、自転車が消費者の生

活スタイルを低コストで向上させることを、消費者にわかりやすく伝えることです。賃貸不動産事業部門では、賃貸

マンションの満室経営のために、入居者にとって居心地のよいサービスの開発を続けることと、それを消費者にわか

りやすく低コストで伝えるノウハウの開発です。

　主要課題は「消費者の潜在欲求に対する提案をわかりやすく伝え、共感を得ること」です。インターネット（携帯

電話を含む）を使った消費者への伝達方法は主要課題となりました。

　研究成果としては、自転車事業部門では、当事業年度はネットショップ「自転車ナビ」の店舗増加があげられます。

賃貸マンションでは、空室率が減少し、入居率98％を達成することができました。

　研究体制は、社内では商品企画チームがＩＴ技術を活用して研究開発を行っております。マーケティングリサーチ

活動と研究開発活動は自社内部のみではなく、外部組織をもネットワーク化して行っております。特に賃貸不動産事

業部門については、経験の蓄積や新しい試みの実績が重要であるために、40年以上の経験をもつ企業や新進気鋭のコ

ンサルタントともタイアップをしております。

　当事業年度における研究開発費の総額は、賃貸不動産部門においては賃貸マンションの大型リフォームが完了した

ことと、自転車事業部門における新車開発が４車種の改良のみであったために、1,158千円となっております。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成22年9月24日）現在において、当社が判断したもの

であります。

　(1) 財政状態の分析

（流動資産）

　当事業年度末における流動資産の残高は420百万円(前事業年度末は340百万円)となり、79百万円増加いたしま

した。この主な要因は、現金及び預金が増加（276百万円から391百万円へ114百万円の増加）した一方、短期的な

解消が予定される繰越欠損金の減少等に対して税効果会計を適用したことにより繰延税金資産が減少（41百万

円から15百万円へ25百万円の減少）したこと等によるものであります。

 　　 （固定資産）

　当事業年度末における固定資産の残高は、1,856百万円(前事業年度末は1,941百万円）となり、85百万円減少い

たしました。この主な要因は、減価償却費の計上等による有形固定資産の減少（1,385百万円から1,344百万円へ

41百万円の減少）及び時価評価替えによる投資有価証券の減少(540百万円から498百万円へ41百万円の減少)等

によるものです。

　　　（流動負債）

　当事業年度末における流動負債の残高は、79百万円（前事業年度末は114百万円）となり、34百万円減少いたし

ました。主な原因は１年内返済予定の長期借入金の減少（41百万円から７百万円へ33百万円減少)等によるもの

であります。

　　　（固定負債）

　当事業年度末における固定負債の残高は、515百万円(前事業年度末は508百万円)となり、６百万円増加いたしま

した。この主な要因は、長期的な解消が予定される繰越欠損金の減少等に対して税効果会計を適用したことによ

る繰延税金負債の増加(225百万円から234百万円へ８百万円増加)等によるものであります。

　　　（純資産）

　当事業年度末における純資産の残高は、1,680百万円(前事業年度末は1,658百万円)となり、22百万円増加いたし

ました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が増加（1,295百万円から1,342百万円へ47百万円増

加）した一方、投資有価証券の時価評価替えによりその他有価証券評価差額金が減少（249百万円から224百万円

へ24百万円減少）したこと等によるものであります。
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  (2) 経営成績の分析

　当事業年度における売上高は432百万円（前期比4.8％増）、営業利益121百万円（前期比35.7％増）、経常利益131

百万円（前期比35.4％増）、当期純利益82百万円（前期比135.1％増）となりました。

① 売上高の分析

　　売上高は、前事業年度比19百万円増加して432百万円となりました。売上総利益は、前事業年度比17百万円　

　　増加して290百万円となりました。部門別の状況は以下の通りです。　　　　

　　賃貸不動産事業部門は、事業用貸地において賃料収入が安定的に推移することができ、老朽化した賃貸マン　

　　ションの大規模リフォーム（増築・改修）も完了し、満室経営に近づけることができました。 

　　結果として、売上高は410百万円（前期比5.5％増）、売上総利益は283百万円（前期比6.7％増）となりまし　

　 た。　　　　　　　　　　

　　自転車事業部門は、新開発の通勤用スポーツ自転車が、景気の悪化に対する消費者の節約志向・健康志　

　向・エコ志向などに適合しました。24時間使うことができ、便利で使いやすいネット通販も消費者のニーズ　

　に応えることができましたが、卸部門の大型店舗対応が遅れたために売上計画を達成することができません

　でした。 

　　結果として、販売台数は1,147台（前期比3.3％増）、売上高は21百万円（前期比8.0％減）、売上総利益は　　

　６百万円（前期比0.8％減）となりました。

 

　　 ② 販売費及び一般管理費の分析

　販売費及び一般管理費は、前事業年度比14百万円減少して168百万円となりました。主な要因は、役員報酬及び給

与手当が２百万円減少、それに連動して福利厚生費が２百万円減少、消耗品費、租税公課、顧問委託料、支払ロイヤ

リティもそれぞれ２百万円減少したこと等によります。　

　　 ③ 営業外損益の分析

　営業外収益は前事業年度比１百万円増加して10百万円となりました。また、営業外費用は前事業年度比１百万円

減少して０百万円となりました。主な要因は借入金の返済により支払利息が１百万円減少となったこと等により

ます。この結果営業外損益の純額は２百万円増加し、10百万円となりました。

　　 ④ 特別損益の分析

　特別利益は前事業年度比０百万円増加して１百万円となり、特別損失は前事業年度比39百万円減少し０百万円

となりました。主な要因は固定資産売却損が10百万円、投資有価証券評価損が11百万円、固定資産取壊費用が12百

万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。

　 　⑤ 税効果調整額の分析

　当事業年度における法人税等調整額は、当事業年度における課税所得の加減算等により50百万円となりました。

　以上の結果、当期純利益は前事業年度比47百万円増加の82百万円となりました。

 

 

　(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の財務政策は、営業活動により得られた資金を当社の成長と安定を確保するために使用することを基本と

しております。又、借入金の返済を主とした財務活動へと使用し、財政基盤を強固なものとする考えであります。

当事業年度は、営業活動により得られた資金198百万円は借入金の返済に当てるとともに、将来の投資に備えて自

己資金として内部留保に充当しました。なお、個別のキャッシュ・フローの内容につきましては、第２〔事業の状

況〕１〔業績等の概要〕（2）キャッシュ・フローの状況をご参照ください。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社では、当期において7,299千円の設備投資を実施しました。その主なものは、賃貸マンションの改修工事でありま

す。

２【主要な設備の状況】

 平成22年６月30日現在

区分
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物
（千円）

構築物
（千円）

機械
装置
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

車両
運搬具
（千円）

工具器
具備品
（千円）

合計
（千円）

事務所
本社

(愛知県小牧市)
本社 34,5513,767 － － 781 1,06540,166

5

(2)

賃貸設備

賃貸用土地・建物

(愛知県小牧市)

賃貸

(商業施設)
249,1297,8002,018

59,465

(33,993)
－ － 318,414

－

マンション

(愛知県小牧市)

賃貸

(マンション)
147,257524 －

80,511

(1,615)
－ 155 228,448

マンション

(愛知県春日井市)

賃貸

(マンション)
125,463406 －

160,000

(1,638)
－ 512 286,382

マンション

(名古屋市西区)

賃貸

(マンション)
90,9042,078 －

2,879

(877)
－ 210 96,072

賃貸用土地

(岐阜県大垣市)

賃貸

(商業施設)
－ － －

113,556

(4,891)
－ － 113,556

駐車場

(名古屋市中区)

賃貸

(駐車場)
228 － －

255,165

(1,839)
－ － 255,393

その他の設

備

その他

(長野県安曇野市)
－ － － －

5,681

(895)
－ － 5,681 －

　（注）１．区分「その他の設備」は遊休の土地建物等です。

２．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

　

(1）重要な設備の新設等

　　該当事項はありません。

　

　　(2）重要な設備の除却

　　　　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,735,000

計 19,735,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22年９月24日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 7,735,000 7,735,000
名古屋証券取引所

市場第二部

単元株式数　

1,000株

計 7,735,000 7,735,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成14年４月16日 △265,0007,735,000 － 400,000 － 41,291

　（注）　上記の減少は、利益による自己株式の消却によるものです。

（６）【所有者別状況】

 平成22年6月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地方
公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法人
外国法人等

個人その他 計
個人以外 個人

株主数（人） － 1 4 17 － － 294 316 －

所有株式数

（単元）
－ 200 4 1,797 － － 5,651 7,652 83,000

所有株式数の

割合（％）
－ 2.61 0.05 23.49 － － 73.85 100.0 －

　（注）自己株式2,734,130株は「個人その他」に2,734単元、「単元未満株式の状況」に130株含めて記載しております。

EDINET提出書類

株式会社ツノダ(E02261)

有価証券報告書

13/56



（７）【大株主の状況】

 平成22年6月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツノダ 愛知県小牧市大字三ツ渕字東播州1604-1 2,734 35.34

愛知小牧産業株式会社 愛知県小牧市大字三ツ渕字東播州1604-1 1,108 14.33

角田重夫 愛知県名古屋市昭和区 318 4.11

細川幸祐 東京都八王子市 305 3.94

松澤孝一 東京都豊島区 245 3.16

株式会社愛知銀行 愛知県名古屋市中区栄3丁目14-12 200 2.58

池本　治 広島県広島市西区 183 2.36

株式会社シマノ 大阪府堺市堺区老松町3丁77 150 1.93

猪子公子 愛知県名古屋市千種区 147 1.90

花房太郎 奈良県北葛城郡 134 1.73

計 － 5,525 71.43

 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,734,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,918,000 4,918 －

単元未満株式 普通株式 83,000 － －

発行済株式総数 7,735,000 － －

総株主の議決権 － 4,918 －

　

　　 　②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツノダ
愛知県小牧市大字三ツ

渕字東播州1604-1
2,734,000 － 2,734,000 35.34

計 － 2,734,000 － 2,734,000 35.34

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】　 

　会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

　当事業年度における取得自己株式 653 139,356

　当期間における取得自己株式 927 190,035

(注)当期間における取得自己株式には、平成22年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含まれておりません。　

 

 

    （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他　 － － － －

保有自己株式数 2,734,130 － 2,735,057 －
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３【配当政策】

　利益配分につきましては、各期利益の状況、財務体質、将来の事業展開等を総合的に勘案し、体質強化のために内部留

保の充実に努めるとともに、株主への安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。内部留保

金につきましては、大きな外部環境変化の下でも安定した経営基盤を維持するためと、中長期的展望に立った将来事

業展開に備えるために計上しております。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき中間期に１株当たり２円の普通配当を行い、期末に１株当たり５円の

普通配当を行い、年間合計１株当たり７円の配当を実施することといたしました。この結果、当期の配当性向は42.5%

となりました。

　なお、第74期の中間配当についての取締役会決議は平成22年２月９日に行っております。また、当社は「取締役会の

決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

決議年月日 配当金の総額（円） １株当たり配当額(円）

　平成22年２月９日

取締役会決議
10,002,562 2

　平成22年９月22日

第74期定時株主総会決議
25,004,350 5

（注） 当社は中間配当と期末配当の年２回剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配

当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第７０期 第７１期 第７２期 第７３期 第７４期
決算年月 平成18年６月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月

最高（円） 406 255 250 221 225

最低（円） 190 185 180 160 197

（注）最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 205 205 200 218 210 205

最低（円） 200 199 199 204 202 197

（注）最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。　　  
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役　　

　

社長

－　 角田重夫
昭和35年

　９月14日

昭和58年４月当社入社

昭和60年11月当社営業部長（企画担当）

昭和61年９月当社取締役に就任

平成元年９月 当社サイクル部長（営業・企画

担当）

平成５年２月 当社常務取締役に就任

平成５年５月 当社専務取締役に就任

平成５年９月 当社代表取締役に就任（現任）

（注）１ 318

取締役　 経営企画担当 飯嶋友巳　
昭和30年　

　６月２日　

昭和54年４月ブリヂストンサイクル株式会社

入社

平成６年10月同社商品企画課課長

平成９年10月同社販売課課長

平成16年11月同社購買部主査

平成22年８月当社顧問

平成22年９月当社取締役に就任（現任）

（注）２　 －

取締役　
賃貸不動産部　

アドバイザー
麦島善光　

昭和11年　

　７月14日　

昭和43年10月麦島建設株式会社設立

代表取締役社長就任（現任）

昭和47年３月株式会社ユニホー設立

代表取締役社長就任　

平成16年１月株式会社ZENホールディングス設

立

代表取締役社長就任　

平成21年４月株式会社ユニホー

代表取締役会長就任(現任）

平成22年９月当社取締役に就任（現任）

（注）２　 －

取締役
サイクル部

アドバイザー
河野達司

昭和15年

　４月９日

昭和40年３月当社入社

平成６年３月 当社サイクル営業部長

平成７年９月 当社取締役に就任

平成10年９月当社取締役を退任

平成12年12月当社を退職

平成17年10月当社入社　相談役に就任

平成18年３月当社取締役に就任（現任） 

（注）１ 10

監査役 － 中根浩二　
昭和48年

　２月11日

平成12年４月弁護士登録

平成12年４月楠田法律事務所入所

平成17年10月あお空法律事務所開設

同所長（現任）

平成21年９月当社監査役に就任（現任）

（注）３ －

   計   328

 　（注）１．平成21年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　　 ２．平成22年９月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 　　　　３．平成21年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

EDINET提出書類

株式会社ツノダ(E02261)

有価証券報告書

17/56



６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方

　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当社のステークホルダー全体（顧客・従業員・株主・

取引先・金融機関・地域社会）のために、持続可能な企業価値向上を達成するために、経営の透明性確保と内部統制

システムの整備、コンプライアンス（法令遵守）の徹底と企業倫理の確立、並びにリスク管理体制の強化が重要であ

ると認識しております。　

　

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

　　　イ.企業統治の体制の概要

　当社は、監査役制度を採用しております。平成22年９月24日現在、当社の取締役会は、取締役４名で構成されて

おり、監査役１名を加え、原則月１回開催しております。取締役会は定期的だけでなく必要に応じ随時に開催さ

れ、経営の実効性と迅速性を追求しております。また、必要に応じて、公認会計士及び顧問弁護士に意見を求め

ております。　

　当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

 　　 ロ.企業統治の体制を採用する理由

　　　　　 当社の企業規模や事業内容等を勘案し、監査役設置会社として、監査役による客観的な経営監視機能が十分整って

いるものと判断し、現状の体制を採用しております。

　　　ハ．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　　　　当社の内部統制システムといたしましては、取締役会において経営の透明性・合理性をチェックしております。

監査役は取締役会をはじめとする社内会議に出席し、法令遵守のチェックだけでなく、業務遂行のチェック機

能を担い、独立性の高い立場から取締役会等に対する監査を実行することにより、外部からの客観的、中立の経

営監視機能を十分に果たしております。また監査役は、会計監査説明会を通じて、監査法人と相互連携を構築し

ております。　　　

　　　ニ.内部監査及び監査役監査の状況　

　当社の経営監視機能につきましては、内部監査人（１名、公認会計士）及び監査役（１名、弁護士）による相

互に連携した効率的な監査を実施しております。内部監査につきましては、内部監査人が監査計画に基づき、厳

正な監査を実施しております。また、監査役監査の実施により、取締役の業務の執行と企業倫理の担保を図って

おります。
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　　　ホ.会計監査の状況

　監査法人による監査は、みかさ監査法人と監査契約を締結し、第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及

び会計処理の適正について監査が実施されており、適正な会計処理の確保に努めております。なお、当社の会計

監査業務を執行した公認会計士は、みかさ監査法人に所属する小橋川淳一、安田幸一の各氏であり、当該業務に

係る補助者は、会計士補等３名であります。       

　　　ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係

　当社は、会社法上の監査役会設置会社ではないため社外監査役を選任しておりません。また社外取締役も選任

しておりません。しかし当社と当社監査役との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は

存在せず、事実上社外監査役としての要件並びに独立役員としての要件を満たしております。

　　　ト.責任限定契約の内容の概要

　　　　当社は、社外取締役及び社外監査役がその職務にあたり、期待される役割を十分に発揮できるように、会社法427

条第１項の規定により、当該社外取締役及び社外監査役が原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過

失がないときは、法令の定める限度までその責任を限定する契約を締結することができる旨の定款変更を第74

期定時株主総会にて決議しておりますが、平成22年９月24日現在、責任限定契約そのものはまだ締結しており

ません。

   　③リスク管理体制の整備の状況

　当社のリスク管理体制は、製品管理の面では、平成17年７月に「製品管理マニュアル」と「製品リコールマ

ニュアル」を作成し、顕在化の防止と被害拡大の防止を全員に義務づけております。また個人情報保護の面で

も、平成17年７月に「個人情報保護マニュアル」により個人情報保護に関する社内規定を制定し、その管理と保

護を徹底させております。その他のリスクが顕在化した場合には、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会

を設置し、事態の早期解決にあたる体制になっております。

 　

 　  ④取締役及び監査役の報酬の内容

　　　イ.役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数（人）基本報酬 賞与

取 締 役 34,620 34,620 － 3

監 査 役 1,560 1,560 － 2

合　計 36,180 36,180 － 5

（注）1.現在取締役の報酬額は、月額4,000千円以内（ただし、使用人分給与を含まない）であります（昭和57年９月29日第46期定時株

主総会決議）。

  2.監査役の報酬額は、月額1,000千円以内であります（昭和57年９月29日第46期定時株主総会決議）。

 3.報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金の増加額（取締役３名6,420千円）が含まれております。

 4.上記には、平成21年９月25日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでおります。　

　　　ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 

      当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は特に定めておりません。

取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役及び監査役のそれぞれの報酬総額の最高限度額を

決定しております。
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 　　⑤株式の保有状況

 　　イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額　

銘柄数 貸借対照表計上額の合計額

10銘柄 　498,993千円

　

 　　ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的　

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

株式会社シマノ 66,800 255,176関係強化のため

株式会社愛知銀行 21,476 129,931関係強化のため

東海東京フィナンシャル・ホールディ

ングス株式会社
182,000 64,064関係強化のため

株式会社オリバー 18,000 21,420関係強化のため

株式会社ナルックス 1,000 19,500関係強化のため

名鉄運輸株式会社 46,000 5,842関係強化のため

名古屋木材株式会社 1,000 1,269経営安定化のため

株式会社名古屋銀行 4,000 1,268経営安定化のため

大日本木材防腐株式会社 1,000 323経営安定化のため

財形住宅金融株式会社 1 200経営安定化のため

　

 　　ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当

事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額　

　該当事項はありません。　

　

     ⑥取締役の定数

　当社の取締役は５名以内とする旨を定款に定めております。

 

 　　⑦取締役の選任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩

和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、取締役の選任決議は、

累積投票によらないとする旨も定款で定めております。

　

 　　⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　　　イ.自己の株式の取得

   当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することがで 

 きる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた 

 め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 　　ロ.中間配当

   当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることが

 できる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

 す。

 

 　　⑨株主総会の特別決議要件

   当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる 

 株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め

 ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行

 うことを目的とするものであります。　
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

12,000 － 10,000 －

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

 監査公認会計士等に対する報酬につきましては、取締役会の同意を得て定めることとなっております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　前事業年度（平成20年７月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平

成21年７月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成20年７月１日から平成21年６月30日

まで）及び当事業年度（平成21年７月１日から平成22年６月30日まで）の財務諸表について、みかさ監査法人により

監査を受けております。

３．連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切

に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するために、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入しております。
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 276,765 391,465

売掛金 1,013 680

商品 13,223 6,727

前払費用 1,371 879

繰延税金資産 41,616 15,906

未収入金 5,572 3,187

その他 1,252 1,701

貸倒引当金 △486 △265

流動資産合計 340,329 420,283

固定資産

有形固定資産

建物 ※1
 2,396,057

※1
 2,402,058

減価償却累計額 △1,709,773 △1,754,524

建物（純額） 686,283 647,534

構築物 71,853 70,721

減価償却累計額 △55,657 △56,143

構築物（純額） 16,196 14,577

機械及び装置 44,211 44,211

減価償却累計額 △41,526 △42,192

機械及び装置（純額） 2,684 2,018

車両運搬具 8,250 8,250

減価償却累計額 △6,922 △7,468

車両運搬具（純額） 1,327 781

工具、器具及び備品 9,874 11,173

減価償却累計額 △7,803 △9,229

工具、器具及び備品（純額） 2,071 1,943

土地 ※1
 677,260

※1
 677,260

有形固定資産合計 1,385,824 1,344,116

無形固定資産

商標権 1,400 800

電話加入権 701 464

ソフトウエア 1,497 1,127

無形固定資産合計 3,599 2,391

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 540,114

※1
 498,993

出資金 100 100

長期貸付金 4,786 4,666

破産更生債権等 6,715 798

長期前払費用 4,703 2,868

その他 6,970 7,567

貸倒引当金 △11,501 △5,464

投資その他の資産合計 551,889 509,530

固定資産合計 1,941,313 1,856,038

資産合計 2,281,643 2,276,321
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年６月30日)

当事業年度
(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 158 479

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 41,500

※1
 7,700

未払金 10,243 5,091

未払費用 33,503 33,230

未払法人税等 384 916

未払消費税等 － 3,960

前受金 25,293 25,311

預り金 942 252

賞与引当金 570 461

その他 2,050 2,396

流動負債合計 114,646 79,801

固定負債

長期借入金 ※1
 7,700 －

繰延税金負債 225,878 234,048

退職給付引当金 7,937 8,467

役員退職慰労引当金 48,435 54,855

長期預り保証金 218,835 218,284

固定負債合計 508,787 515,655

負債合計 623,434 595,456

純資産の部

株主資本

資本金 400,000 400,000

資本剰余金

資本準備金 41,291 41,291

その他資本剰余金 89 89

資本剰余金合計 41,381 41,381

利益剰余金

利益準備金 100,000 100,000

その他利益剰余金

配当積立金 100,000 100,000

退職積立金 30,000 30,000

買換資産圧縮積立金 171,455 160,747

別途積立金 625,000 625,000

繰越利益剰余金 268,795 326,841

利益剰余金合計 1,295,250 1,342,588

自己株式 △327,681 △327,820

株主資本合計 1,408,951 1,456,149

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 249,257 224,715

評価・換算差額等合計 249,257 224,715

純資産合計 1,658,208 1,680,864

負債純資産合計 2,281,643 2,276,321
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高

商品売上高 23,427 21,560

不動産賃貸収入 389,156 410,718

売上高合計 412,584 432,279

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 6,592 14,873

当期商品仕入高 23,001 8,066

商品期末たな卸高 ※1
 13,223

※1
 8,377

商品売上原価 16,370 14,562

不動産賃貸原価 123,627 127,367

売上原価合計 139,997 141,929

売上総利益 272,586 290,349

販売費及び一般管理費

販売運賃 3,735 3,731

旅費及び交通費 7,836 6,964

広告宣伝費 9,037 9,182

役員報酬及び給料手当 61,213 59,075

福利厚生費 3,030 589

退職給付費用 905 530

減価償却費 5,586 4,741

役員退職慰労引当金繰入額 6,820 6,420

賞与引当金繰入額 570 461

支払報酬 30,042 27,834

支払手数料 10,810 10,916

その他 ※2
 43,412

※2
 38,365

販売費及び一般管理費合計 183,001 168,813

営業利益 89,585 121,535

営業外収益

受取利息 664 380

受取配当金 7,351 8,713

雑収入 1,785 1,902

営業外収益合計 9,801 10,996

営業外費用

支払利息 1,998 594

支払手数料 180 9

雑損失 11 295

営業外費用合計 2,190 899

経常利益 97,196 131,633
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

特別利益

前期損益修正益 － 614

固定資産売却益 ※3
 549 －

投資有価証券売却益 － 617

貸倒引当金戻入額 1,093 468

特別利益合計 1,643 1,700

特別損失

前期損益修正損 2,993 22

投資有価証券評価損 11,395 －

固定資産売却損 ※4
 10,706 －

固定資産除却損 ※5
 2,510

※5
 28

減損損失 ※6
 101

※6
 236

固定資産取壊費用 12,327 －

特別損失合計 40,034 287

税引前当期純利益 58,806 133,046

法人税、住民税及び事業税 180 182

法人税等調整額 23,603 50,515

法人税等合計 23,783 50,698

当期純利益 35,023 82,347
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 400,000 400,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 400,000 400,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 41,291 41,291

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,291 41,291

その他資本剰余金

前期末残高 89 89

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 89 89

資本剰余金合計

前期末残高 41,381 41,381

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,381 41,381

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,000 100,000

その他利益剰余金

配当積立金

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,000 100,000

退職積立金

前期末残高 30,000 30,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,000 30,000

買換資産圧縮積立金

前期末残高 182,945 171,455

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 △11,489 △10,708

当期変動額合計 △11,489 △10,708

当期末残高 171,455 160,747
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

別途積立金

前期末残高 625,000 625,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 625,000 625,000

繰越利益剰余金

前期末残高 258,670 268,795

当期変動額

剰余金の配当 △25,995 △25,007

剰余金の配当（中間配当額） △10,393 △10,002

買換資産圧縮積立金の取崩 11,489 10,708

当期純利益 35,023 82,347

当期変動額合計 10,124 58,045

当期末残高 268,795 326,841

利益剰余金合計

前期末残高 1,296,616 1,295,250

当期変動額

剰余金の配当 △25,995 △25,007

剰余金の配当（中間配当額） △10,393 △10,002

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 35,023 82,347

当期変動額合計 △1,365 47,337

当期末残高 1,295,250 1,342,588

自己株式

前期末残高 △287,636 △327,681

当期変動額

自己株式の取得 △40,044 △139

当期変動額合計 △40,044 △139

当期末残高 △327,681 △327,820

株主資本合計

前期末残高 1,450,361 1,408,951

当期変動額

剰余金の配当 △25,995 △25,007

剰余金の配当（中間配当額） △10,393 △10,002

当期純利益 35,023 82,347

自己株式の取得 △40,044 △139

当期変動額合計 △41,410 47,198

当期末残高 1,408,951 1,456,149
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 321,755 249,257

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△72,497 △24,542

当期変動額合計 △72,497 △24,542

当期末残高 249,257 224,715

評価・換算差額等合計

前期末残高 321,755 249,257

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△72,497 △24,542

当期変動額合計 △72,497 △24,542

当期末残高 249,257 224,715

純資産合計

前期末残高 1,772,116 1,658,208

当期変動額

剰余金の配当 △25,995 △25,007

剰余金の配当（中間配当額） △10,393 △10,002

当期純利益 35,023 82,347

自己株式の取得 △40,044 △139

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72,497 △24,542

当期変動額合計 △113,908 22,656

当期末残高 1,658,208 1,680,864
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 58,806 133,046

減価償却費 50,337 49,949

賞与引当金の増減額（△は減少） 59 △109

退職給付引当金の増減額（△は減少） 905 530

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,820 6,420

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,093 △6,258

受取利息及び受取配当金 △8,016 △9,094

投資有価証券評価損益（△は益） 11,395 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △617

支払利息 1,998 594

固定資産除却損 2,510 28

固定資産取壊費用 12,193 －

有形固定資産売却損益（△は益） 10,156 －

減損損失 101 236

前期損益修正損益（△は益） 2,409 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,707 1,602

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,023 6,403

その他の流動資産の増減額（△は増加） △955 1,231

その他の固定資産の増減額（△は増加） △1,190 7,217

仕入債務の増減額（△は減少） △944 321

未払金の増減額（△は減少） 4,272 △3,762

未払費用の増減額（△は減少） △582 △272

長期預り金の増減額（△は減少） △2,643 △551

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,062 3,409

小計 132,746 190,325

利息及び配当金の受取額 7,397 9,094

利息の支払額 △1,861 △532

法人税等の還付額 629 618

法人税等の支払額 △290 △840

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,622 198,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △75,116 △8,689

有形固定資産の売却による収入 15,760 －

投資有価証券の取得による支出 △602 △454

投資有価証券の売却による収入 － 1,014

貸付金の回収による収入 1,120 120

無形固定資産の取得による支出 △1,103 －

固定資産の除却による支出 △1,804 －

固定資産の取壊による支出 △12,193 －

その他投資等の増加による支出 △81 △61

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,020 △8,071
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当事業年度
(自　平成21年７月１日
　至　平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △47,700 －

長期借入れによる収入 47,700 －

長期借入金の返済による支出 △63,590 △41,500

自己株式の取得による支出 △40,044 △139

配当金の支払額 △35,904 △34,255

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,538 △75,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,936 114,699

現金及び現金同等物の期首残高 190,780 115,843

現金及び現金同等物の範囲の変更による増加額 － 921

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 115,843

※
 231,465
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

１. 有価証券の評価基準及び評価

方法

(1）その他有価証券

時価のあるもの

(1）その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定してお

ります。）

同　左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法

(1）商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

(1）商品

　　　　　　　 同　左

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年４

月１日以降取得の建物（建物附属設備を除

く）については定額法によっております。

(1）有形固定資産

　　　　　　同　左

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

 建物　　　　　　　　15年～47年  

 構築物　　　　　　　３年～30年 　

  (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

 (2) 無形固定資産 

同　左

 (3）長期前払費用

定額法によっております。

(3）長期前払費用

同　左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同　左

 (2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額

のうち当期の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同　左

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る自己都合要支給額の見込額に基づき、当期末

に発生していると認められる額を計上してお

ります。

(3）退職給付引当金

               同　左

 (4）役員退職慰労引当金

役員退職金の支払いに備えるため、役員退職金

基準内規に基づく期末要支給額を基礎として

実質負担額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同　左

５．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び

現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預金

及び預け入れ期間が３ヶ月以内の定期預金からなり

ます。

同　左

６．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

 税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等については、発生事業年

度の期間費用として処理しております。　

消費税等の処理方法

 　　　　　　　　　同　左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

（1）たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として移動平均法による低価法によっておりま

したが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として移動平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　これにより、従来の方法によった場合に比べて、当事業

年度の売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純

利益が1,650千円減少しております。

（2）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理よって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

定））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。

　　この変更に伴う損益に与える影響はありません。　

　

　───

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　───

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（3）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の

変更

従来、別段預金は資金（現金及び現金同等物）の範囲

に含めておりませんでしたが、資金管理活動の実情につ

いて見直しを行った結果、当事業年度より、別段預金を現

金同等物に含めることとしております。　

これにより、前事業年度末の別段預金残高921千円を

「現金及び現金同等物の範囲の変更による増加額」とし

て表示するとともに、前事業年度まで営業活動による

キャッシュ・フローの「その他の流動資産の増減額（△

は増加）」に計上していた別段預金への払い込み額が当

事業年度より計上されなくなるため、営業活動による

キャッシュ・フローの「その他の流動資産の増減額（△

は増加）」が384千円増加し、「現金及び現金同等物の期

末残高」は1,305千円増加しております。
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

 (損益計算書)

　ＥＤＩＮＥＴへＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能

性を向上するため、前事業年度において「報酬給与及び賞

与」として掲記されていたものは、当事業年度より「役員

報酬及び給料手当」として掲記しております。また、前事業

年度において、「顧問・委託料」として掲記されていたも

のは、当事業年度より「支払報酬」として掲記しておりま

す。

 (キャッシュ・フロー計算書)

　ＥＤＩＮＥＴへＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能

性を向上するため、前事業年度まで区分掲記しておりまし

た「有形固定資産売却益」（当事業年度549千円）及び

「有形固定資産売却損」（当事業年度10,706千円）は、当

事業年度より「有形固定資産売却損益（△は益）」として

表示しております。　

　

　───

　

　

　

　

　

　

　

　───
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成21年６月30日）

当事業年度
（平成22年６月30日）

※１．担保に供している資産及び担保付債務 ※１．担保に供している資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。

建物　　  222,121千円

土地  162,879千円

投資有価証券  379,014千円

合計  764,014千円

建物　　  210,673千円

土地  162,879千円

投資有価証券  340,422千円

合計  713,975千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金　 　 41,500千円　

長期借入金  7,700千円

合計  49,200千円

１年内返済予定の長期借入金　 　 7,700千円　

長期借入金  －千円

合計  7,700千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

※１．商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

げ後の金額であり、たな卸資産評価損1,650千円が

売上原価に含まれております。

※１．商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

げ後の金額であり、たな卸資産評価損81千円が売上

原価に含まれております。

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 418千円 一般管理費に含まれる研究開発費 1,158千円

※３．固定資産売却益の内訳 　

土地 549千円 　　　─── 　　

※４．固定資産売却損の内訳 　

建物 1,070千円

土地 9,635千円

　合計 10,706千円

　　　─── 　　

　 　　

　 　　

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳

建物　　 210千円

構築物　　 392千円

工具、器具及び備品　　 103千円

その他 1,804千円

　合計 2,510千円

構築物 28千円

　合計 28千円

※６．減損損失　

当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。

場　所 用　途 種　類
減損損失計
上額　

愛知県小牧市 遊休資産 電話加入権 101千円

　資産のグルーピングについては、継続的に収支の把

握を行っている管理会計上の事業区分を使用してグ

ルーピングしております。

　現在、遊休資産となっている電話加入権について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しました。

※６．減損損失　

当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。

場　所 用　途 種　類
減損損失計
上額　

愛知県小牧市 遊休資産 電話加入権 236千円

　資産のグルーピングについては、継続的に収支の把

握を行っている管理会計上の事業区分を使用してグ

ルーピングしております。

　現在、遊休資産となっている電話加入権について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しました。

  なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により算定しており、零として評価しておりま

す。　
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成20年７月１日　至平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

摘要

発行済株式      

普通株式 7,735,000 － － 7,735,000     

合計 7,735,000 － － 7,735,000     

自己株式      

普通株式 2,535,991 197,486 － 2,733,477（注）　

合計 2,535,991 197,486 － 2,733,477     

（注）普通株式の自己株式の株式数増加197,486株は、単元未満株式の買取による増加2,486株と、自社株買付けによる増

加195,000株であります。

　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年９月24日

第72期定時株主総会
普通株式 25,995 5.00平成20年６月30日平成20年９月25日

平成21年２月12日

　取締役会
普通株式 10,393 2.00平成20年12月31日平成21年３月９日

(2）基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年９月25日

第73期定時株主総会
普通株式 25,007利益剰余金 5.00平成21年６月30日平成21年９月28日

EDINET提出書類

株式会社ツノダ(E02261)

有価証券報告書

36/56



当事業年度（自平成21年７月１日　至平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

摘要

発行済株式      

普通株式 7,735,000 － － 7,735,000     

合計 7,735,000 － － 7,735,000     

自己株式      

普通株式 2,733,477 653 － 2,734,130（注）　

合計 2,733,477 653 － 2,734,130     

（注）普通株式の自己株式の株式数増加653株は、単元未満株式の買取による増加であります。

　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年９月25日

第73期定時株主総会
普通株式 25,007 5.00平成21年６月30日平成21年９月28日

平成22年２月９日

　取締役会
普通株式 10,002 2.00平成21年12月31日平成22年３月８日

(2）基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年９月22日

第74期定時株主総会
普通株式 25,004利益剰余金 5.00平成22年６月30日平成22年９月24日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金  276,765千円

預入期間が３か月超の定期預金  △160,000千円

別段預金  △921千円

現金及び現金同等物  115,843千円

現金及び預金  391,465千円

預入期間が３か月超の定期預金  △160,000千円

現金及び現金同等物  231,465千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

 事業の内容に照らして重要性が乏しいため、注記は省略し

ております。

 同　左
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（金融商品関係）

当事業年度（自平成21年７月１日　至平成22年６月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

　(1)金融商品に対する取組方針

　　　　当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については、投資計画に照らし

必要に応じて、主として金融機関から借入を行う方針であります。　

　(2)金融商品の内容及びそのリスク

　　　　営業債権である売掛金及び未収入金については、顧客の信用リスクが左右します。また、投資有価証券は、主に業務

上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクが存在します。

　　　　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。また、前受金は営業収益の前受けで

あり、そのほとんどを１ヶ月以内に収益に計上しております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目

的としたものであり、償還日は決算日後、最長で４ヶ月であります。なお、変動金利による調達であるため、金利

の変動リスクが存在します。

　(3)金融商品に係るリスク管理体制　

　　①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　　　　当社は、営業債権について、ES部がサイクル部と協力し主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相

手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握及び軽減活動を

行っております。

　　②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　　　　　当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し取締役会に報告することにより、リ

スクの早期把握及び軽減活動を行っております。

　　　　　また、借入金に係る支払金利についても同様に、借入先ごとに定期的に金利の変動を確認し取締役会に報告する

ことにより、リスクの早期把握及び軽減活動を行っております。

　　③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理　

　　　　　当社は、ES部が適時に資金繰計画を作成、更新し、取締役会に報告するとともに、手許流動性の維持などにより流

動性リスクを管理しております。

　(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価

を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金及び預金 391,465 391,465 －

(2）売掛金 680 680 －

(3) 未収入金　 3,187          

　     貸倒引当金(*1) △265　           

 2,922 2,922 －

(4) 投資有価証券 479,293　 479,293　 －　

　資産計 874,362 874,362 －

(1）買掛金 479 479 －

(2) 1年内返済予定の長期借入金 7,700 7,700 －

(3）前受金 25,311 25,311 －

　負債計 33,491 33,491 －

　　　(*1)未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　

　（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

　　　　 資　産

　　　　(1) 現金及び預金、(2) 売掛金並びに(3) 未収入金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

　　　　(4) 投資有価証券

　　　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注
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記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

　　　　負　債

　　　　(1) 買掛金、(2) 1年内返済予定の長期借入金並びに(3) 前受金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。　

　

　（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

(1)非上場株式 19,700

(2)長期預り保証金 218,284

　　　　　　　　　　これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

　

　（注３） 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　
１年以内

１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 391,465 － － －

売掛金 680 － － －

未収入金 3,187 － － －

合　計 395,333 － － －

　

　（注４） 1年内返済予定の長期借入金の決算日後の返済予定額については、附属明細表「借入金等明細表」を

参照ください。

　

（追加情報）

　　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成21年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

(1）株式 90,499 509,280 418,781

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 90,499 509,280 418,781

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

(1）株式 11,697 11,134 △563

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 11,697 11,134 △563

合計 102,197 520,414 418,217

　（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式につき11,395千円減損処理を行っております。なお、有価証券の減損処理にあ

たっては、当期末日の時価と取得原価を比較し、時価が取得原価の50％以上下落した場合に減損処理を行っております。また、30％以

上50％未満下落した状態が２年間継続した場合には、時価下落の内的・外的要因を分析し、今後時価が回復すると認められる場合を

除いて、減損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

３．時価評価されていない主な有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 19,700

合計 19,700
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当事業年度（平成22年６月30日現在）

１．その他有価証券

区分 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの

(1）株式 468,978 90,102 378,875

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 468,978 90,102 378,875

貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

(1）株式 10,315 12,151 △1,836

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 10,315 12,151 △1,836

合計 479,293 102,254 377,039

（注）１．非上場株式（貸借対照表計上額19,700千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　　　２．有価証券の減損処理にあたっては、当期末日の時価と取得原価を比較し、時価が取得原価の50％以上下落した場合に減損処理を行ってお

ります。また、30％以上50％未満下落した状態が２年間継続した場合には、時価下落の内的・外的要因を分析し、今後時価が回復する

と認められる場合を除いて、減損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年７月１日　至　平成22年６月30日）

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

(1）株式 1,014 617 －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,014 617 －

 

（デリバティブ取引関係）

　前事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）及び当事業年度（自　平成21年７月１日　

至　平成22年６月30日）

 

　当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前事業年度
（平成21年６月30日現在）

当事業年度
（平成22年６月30日現在）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として退職金規程に基づく退

職一時金制度を設けております。

当社は確定給付型の制度として退職金規程に基づく退

職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務の額 ２．退職給付債務の額

退職給付債務　  7,937千円

退職給付引当金  7,937千円

（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。

退職給付債務　  8,467千円

退職給付引当金  8,467千円

（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。

３．退職給付費用の額 ３．退職給付費用の額

勤務費用  905千円

退職給付費用  905千円

（注）当社は簡便法を採用しているため、退職給付費

用はすべて勤務費用としております。

勤務費用  530千円

退職給付費用  530千円

（注）当社は簡便法を採用しているため、退職給付費

用はすべて勤務費用としております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を採用しているため、基礎

率等について記載しておりません。

当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を採用しているため、基礎

率等について記載しておりません。

 

 

 

 

 

（ストック・オプション等関係）

　　　　前事業年度　（自　平成20年７月１日　至平成21年６月30日）

 　　　　 該当事項はありません。

 

　　　　当事業年度　（自　平成21年７月１日　至平成22年６月30日）

 　　　　 該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成21年６月30日現在）

当事業年度
（平成22年６月30日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

［流動］  千円 

（繰延税金資産）   

税法上の繰越欠損金  40,609

その他  1,006

繰延税金資産合計  41,616

［固定］   

（繰延税金資産）   

退職給付引当金繰入限度超過額  3,206

貸倒引当金繰入限度超過額  4,843

税法上の繰越欠損金  34,267

役員退職慰労引当金  19,568

減損損失  2,438

投資有価証券評価損  4,603

その他　　 　 1,376

繰延税金資産小計  70,304

評価性引当額  △11,001

繰延税金資産合計  59,303

（繰延税金負債）   

買換資産圧縮積立金  116,221

その他有価証券評価差額金  168,959

繰延税金負債合計  285,181

繰延税金負債の純額  225,878

［流動］  千円 

（繰延税金資産）   

税法上の繰越欠損金  14,701

その他  1,204

繰延税金資産合計  15,906

［固定］   

（繰延税金資産）   

退職給付引当金繰入限度超過額  3,420

貸倒引当金繰入限度超過額  2,314

税法上の繰越欠損金  －

役員退職慰労引当金  22,161

減損損失  2,456

投資有価証券評価損  4,603

その他　　 　 849

繰延税金資産小計  35,807

評価性引当額  △8,568

繰延税金資産合計  27,238

（繰延税金負債）   

買換資産圧縮積立金  108,962

その他有価証券評価差額金  152,323

繰延税金負債合計  261,286

繰延税金負債の純額  234,048

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳 

 （％）

法定実効税率 40.4

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △1.3

住民税均等割 0.1

評価性引当額の減少　 △1.8

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.1

　

　

（持分法損益等）

　　　　前事業年度　（自　平成20年７月１日　至平成21年６月30日）

 　　　　 該当事項はありません。

 

　　　　当事業年度　（自　平成21年７月１日　至平成22年６月30日）

 　　　　 該当事項はありません。
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（賃貸不動産関係）

当事業年度（自　平成21年７月１日　至　平成22年６月30日） 

　当社では、愛知県を中心に賃貸用マンション及び賃貸商業施設（いずれも土地を含む）を有しております。平成22年

６月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は283,351千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計

上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

　貸借対照表計上額（千円） 当事業年度末の時価

（千円）前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

　1,338,552 　△37,498 　1,301,053 　5,430,900

(注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

　　 ２．当事業年度増減額のうち、主な増加額はマンションの増改築工事等による新規の取得であり、また、主な

減少額は減価償却費の計上であります。

     ３．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額によっております。その他の物件については、適切に市場価格を反映していると考えられる指標を

用いた金額をもって時価としております。
　
（追加情報）

　当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成20年11月28日）及

び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号　平成20年11月28

日）を適用しております。　
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【関連当事者情報】

前事業年度　（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

（追加情報）

　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用して

おります。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

１.関連当事者との取引

　財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む） 

愛知小牧
産業㈱

愛知県　
小牧市

41,000不動産管理
(被所有)
直接
22.5％

賃貸管理業
務の委託

賃貸管理
料の支払

6,047― ―

事務代行
手数料の
受取

120 ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

    取引条件は市場相場を勘案し、決定しております。

３．愛知小牧産業㈱は、その他の関係会社にも該当します。

　 

当事業年度　（自　平成21年７月１日　至　平成22年６月30日）

１.関連当事者との取引

　財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む）

愛知小牧
産業㈱

愛知県　
小牧市

41,000不動産管理
(被所有)
直接
22.5％

賃貸管理業
務の委託

賃貸管理
料の支払

6,963― ―

事務代行
手数料の
受取

176 ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

    取引条件は市場相場を勘案し、決定しております。

３．愛知小牧産業㈱は、その他の関係会社にも該当します。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり純資産額 331 円54 銭

１株当たり当期純利益金額 6 円74 銭

１株当たり純資産額 336 円11 銭

１株当たり当期純利益金額 16 円47 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

当事業年度
（自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日）

当期純利益（千円） 35,023 82,347

普通株主に帰属しない金額　　　（千円） － －

普通株式に係る当期純利益　　　（千円） 35,023 82,347

期中平均株式数　　　　　　　　（千株） 5,193 5,001

 

 

 

 

 

（重要な後発事象）

　　　　前事業年度　（自　平成20年７月１日　至平成21年６月30日）

 　　　　 該当事項はありません。

　　　　当事業年度　（自　平成21年７月１日　至平成22年６月30日）

 　　　　 該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券

その他

有価証

券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）

株式会社シマノ 66,800 255,176

株式会社愛知銀行 21,476 129,931

東海東京フィナンシャル・ホールディ

ングス株式会社
182,000 64,064

株式会社オリバー 18,000 21,420

株式会社ナルックス 1,000 19,500

名鉄運輸株式会社 46,000 5,842

名古屋木材株式会社 1,000 1,269

株式会社名古屋銀行 4,000 1,268

大日本木材防腐株式会社 1,000 323

財形住宅金融株式会社 1 200

小計 341,277 498,993

計 341,277 498,993

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 2,396,0576,001 － 2,402,0581,754,52444,750 647,534

構築物 71,853 － 1,132 70,721 56,143 1,590 14,577

機械及び装置 44,211 － － 44,211 42,192 665 2,018

車両運搬具 8,250 － － 8,250 7,468 545 781

工具、器具及び備品 9,874 1,298 － 11,173 9,229 1,425 1,943

土地 677,260 － － 677,260 － － 677,260

有形固定資産計 3,207,5077,299 1,1323,213,6751,869,55848,9791,344,116

無形固定資産        

商標権 6,000 － － 6,000 5,200 600 800

電話加入権 701 －
236  

(236)
464 － － 464

ソフトウエア 1,853 － － 1,853 725 370 1,127

無形固定資産計 8,554 －
　　　　236

　　(236)　
8,317 5,925 970 2,391

長期前払費用 14,412 － 9,554 4,858 1,989 1,835 2,868

　（注）1．当期増減の主な理由は次のとおりであります。

　　　　　　建物の増加　          マンションの増改築工事　6,001千円

　            長期前払費用の減少    償却満了　　　　　　　　9,523千円

  　　　2.「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 41,500 7,700 2.2 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 7,700 － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 － － － －

計 49,200 7,700 － －

　　（注）平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 11,988 － 5,790 468 5,729

賞与引当金 570 461 570 － 461

役員退職慰労引当金 48,435 6,420 － － 54,855

 （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別見積分の戻入によるものであります。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 275

預金  

当座預金 164,717

普通預金 65,166

定期預金 160,000

別段預金 1,305

小計 391,189

合計 391,465

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

有限会社カガワの自転車本部 147

有限会社サイクルショップ　カワノベ 49

サイクルショップ　たかだ 37

スーパーサイクルリンリン 30

有限会社サイクルショップ　つるおか 29

その他 385

合計 680

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

1,013 22,481 22,814 680 97.1 13.7

 （注）当期発生高には、消費税が含まれております。

 

ハ．商品

品目 金額（千円）

商品自転車 5,611

購入部品 1,115

合計 6,727
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②　流動負債

イ．買掛金

相手先 金額（千円）

相互自転車製造卸協同組合 239

青葉自転車販売株式会社 162

有限会社ナカイサイクル 42

その他 35

合計 479

③　固定負債

イ. 長期預り保証金

区分 金額（千円）

土地建物賃貸借契約預り保証金 218,284

合計 218,284

ロ. 繰延税金負債

　　繰延税金負債は、234,048千円であり、その内容については「１財務諸表等　（１）財務諸表　注記事項（税効果

会計関係）」に記載しております。

 

（３）【その他】

　当事業年度における四半期情報

 

第１四半期

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

第２四半期

自平成21年10月１日

至平成21年12月31日

第３四半期

自平成22年１月１日

至平成22年３月31日

第４四半期

自平成22年４月１日

至平成22年６月30日

売上高（千円） 108,409　 108,459　 107,107　 108,302　

税引前四半期純利益金額

（千円）
33,186　 32,169　 31,525　 36,163　

四半期純利益金額

（千円）
19,955　 19,183　 19,075　 24,133　

１株当たり四半期純利益

金額（円）
3.99　 3.84　 3.81　 4.83　
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第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ７月１日から６月30日まで
定時株主総会 ９月中
基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日
12月31日（中間配当）
６月30日（期末配当） 

１単元の株式数 1,000株
単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座）　
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　

取次所 　　　　　　　　　-

買取・買増手数料 無料
公告掲載方法 中部経済新聞
株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１.平成22年９月23日付で、株主名簿管理人を三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社から中央三井信託銀行株式会社に変更

いたしました。

変更後の株主名簿管理人は次のとおりであります。

株主名簿管理人　
東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社　

なお、特別口座に記録された単元未満株式の買取り、買増しは、引続き三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が取り扱い

ます。　

　　　２.当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を有しません。

　　　　(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　(2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　　(4)株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡

すことを請求する権利　
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

  当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第73期）（自平成20年７月１日　至平成21年６月30日）平成21年９月28日東海財務局長に提出

 

    (2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度（第73期）（自平成20年７月１日　至平成21年６月30日）平成21年９月28日東海財務局長に提出 

 

(3）四半期報告書及び確認書

第74期第１四半期 （自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）平成21年11月13日東海財務局長に提出  

第74期第２四半期 （自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）平成22年２月10日東海財務局長に提出

第74期第３四半期 （自平成22年１月１日　至平成22年３月31日）平成22年５月12日東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

   平成21年９月27日

株式会社ツノダ    

 取締役会　御中  

 みかさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士  小橋川　淳一　　印

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士  安田　幸一　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ツノダの平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日までの第７３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ツノ

ダの平成２１年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ツノダの平成２１年６月

３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま

た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ツノダが平成２１年６月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

   平成22年９月23日

株式会社ツノダ    

 取締役会　御中  

 みかさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士  小橋川　淳一　　印

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士  安田　幸一　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ツノダの平成２１年７月１日から平成２２年６月３０日までの第７４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ツノ

ダの平成２２年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ツノダの平成２２年６月

３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま

た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ツノダが平成２２年６月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　

EDINET提出書類

株式会社ツノダ(E02261)

有価証券報告書

56/56


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）所有者別状況
	（７）大株主の状況
	（８）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	（９）ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	（１）株主総会決議による取得の状況
	（２）取締役会決議による取得の状況
	（３）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	（４）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	（１）最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	（２）最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況等
	（１）コーポレート・ガバナンスの状況
	（２）監査報酬の内容等
	①監査公認会計士等に対する報酬の内容
	②その他重要な報酬の内容
	③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
	④監査報酬の決定方針



	第５経理の状況
	１財務諸表等
	（１）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	重要な会計方針
	会計処理方法の変更
	表示方法の変更
	注記事項
	関連当事者情報

	⑤附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表


	（２）主な資産及び負債の内容
	（３）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

